
事案書（■経営会議  □調整会議） 

開催日：平成２８年 ２月 ４日（木） 

 担当課：政策部 総合政策課 

件  名：(仮称)「健康都市 やまと」人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について 

提出理由：まち・ひと・しごと創生法に基づく、地方版人口ビジョン及び総合戦略を策定するにあたり、

その内容について了承を得るため  

内  容： 

１．背景等 

・平成 26年 11月、国は人口減少に歯止めをかけ、

将来にわたって活力ある日本社会を維持してい

くことなどを目的として、まち・ひと・しごと

創生法（以下「法」という）を制定した。 

・法には、国が総合戦略を定めること、都道府県

及び市町村についても国や都道府県が策定した

総合戦略を勘案し、地方版総合戦略を定めるよ

う努めることとする旨が規定された。 

・同年 12月には、法に基づき、我が国の人口の見

通しを示し、2060年には 1億人程度の人口が確

保されるとした「長期ビジョン」と、ビジョン

に掲げた人口を実現するための今後 5 年間の施

策を定めた、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の閣議決定を行った。 

・平成 27 年 12月、神奈川県は、2060年に 833.4

万人を確保することを将来展望とした人口ビジ

ョンと、その実現に向けた施策をまとめた「総

合戦略」の素案を取りまとめた。 

 

２．大和市版人口ビジョンの内容  

（1）基本的な考え方 

・本市の人口や地域情勢等に関する現状分析など

をもとに、国及び県のビジョンを勘案し、本市

の将来人口として望ましい方向性を示しなが

ら、人口減少に歯止めがかかったことを前提と

した 2060年までの人口の将来展望を示す。 

（2）具体的な内容 

・日本が人口減少社会に突入している中、大和市

の今後のまちの活力の維持に向け、財政面や将

来的な東京圏における医療・介護需要の急速な

増加などを踏まえ、次の 3 点を本市の理想的な

人口「健康な人口」として定義する。 

①将来にわたって 20万人程度の総人口の維持 

②年少人口・生産年齢人口の割合が早期に回復 

③北・中・南部における人口バランスの確保 

 

 

・「健康な人口」を実現する 2060 年までの人口の

見通し（将来展望）については、国及び県のビ

ジョンを踏まえ、前提となる出生率を 2030年は

市民アンケートによって得られた希望出生率

「1.76」とし、以降は、出生率がさらに高まっ

たケースを想定し、国が長期ビジョンに掲げた

出生率との差が保たれたまま、人口置換水準で

ある 2.07まで達すると仮定した。 
 
【人口の将来展望】 

 

３．大和市版総合戦略の内容 

（1）基本的な考え方 

・第 8次大和市総合計画との整合を図る。 

・戦略の期間は国の通知のとおり、平成 27 年度

から 31年度までとする。 

（2）具体的な内容 

・健康都市の実現に向けて進めてきた、子どもを

産み育てやすい環境の充実など人口の「自然

増」を促す取り組みを施策の中心に位置付ける

一方、自然増に関する施策の効果を高める側面

からも、人口の「社会増」を促す取り組みにつ

いても積極的な展開を図る。 

・その上で、「健康な人口」の実現に資する施策

について、①出産や子育て等の希望の実現、②

30 歳代の転出超過傾向の抑制、③市全体の人

口バランスの確保を取り組みの方向性に掲げ、

女性の視点の重要性、暮らしを楽しむ環境の重

要性を考慮し、次のとおり４つの基本目標を設

定し、対策を展開していく。 

～なでしこサポート・人口対策プラン～ 

① 結婚から出産、子育てが楽しくなるまち 

② 安全・安心で、時代を先取りしている楽しいまち 

③ 仕事がみつかりやすく、働くことが楽しいまち 

④ 都心に・海に・山に近い、便利で暮らしが楽しく、

富士山にも出逢えるまち 

 2030年 2040年 2060年 

人 口 22.9万 22.4万 20.9万 

出生率 1.76 2.03 2.07 

経  過 

H27. 6  市民アンケート（独身、夫婦、定住） 

    庁内検討会議設置（3回開催） 

H27. 9  大和市総合戦略会議設置（4回開催） 

H27.10～11 市民討議会（2回開催） 

今後の予定 

H28. 2 市民意見公募手続の実施 

H28. 3 戦略の策定及び公表 

 

 


